
２０２１年　　月  　　日
名古屋市北文化小劇場ホール

土

STORY
きみが生まれた日、三人のともだちがやってきた。
ある日、きみが生まれた。 
きみのところに三人のともだちがやってくる。 
アタマはかせ、ハートおばさん、いぶくろおじさん。 
三人は仲良しだけど、時々けんかしたり、
誰かひとりがしょんぼりしたりする。
三人とも黙り込んでしまうと、きみは病気になったりする。
この三人は一日も休む事なく、きみの中で働き続ける。 
きみがはじめて立ち上がった日、泣いた日、笑った日、
誰かを好きになった日も。
きみがこの世からさよならする日まで。

6 12 10:30開演
開場 10:00　終了 11:45

参加無料 定員  　　 名120

会場 （1階に北図書館）
住所：名古屋市北区志賀町四丁目 60 番地の 31
交通： ①地下鉄名城線「黒川」駅下車・4 番出口より北へ徒歩 12 分
②市バス（幹栄 1 号系統、黒川 11 号系統、黒川 12 号系統）の「黒川（北）」
もしくは「黒川」乗り場より「北図書館」下車・東へ徒歩 3 分 

名古屋北法律事務所 設立２０周年記念企画

事前予約が必要です。お申込み方法は裏面をご覧ください。

（状況により変動あり）
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名古屋北法律事務所は、敷居の低い法律事
務所、地域に根ざした法律事務所を作りたい
と、2001 年 3 月、名古屋市北区に開所。日々
寄せられる法律相談や、司法と法律が暮らし
に活かされるようにと立ち上げた「暮らしと
法律を結ぶホウネット」の活動などを通じて、
地域の方々に支えられてきました。 
今回、設立20周年を記念して、演劇とシンポ
ジウムを企画しました。
コロナ禍で女性と子どもの自殺が増えていま
す。自己責任論がふりまかれ、「公助」が削 
減され続けてきた社会の中で、これまで弱い
立場に置かれてきた人たちにいっそうのしわ
寄せがいっています。シンポジウムでは、「（親
と）子どもの貧困」を入り口に、私たちの目
の前で起きていることにどう向き合っていけ
ばよいか、地域づくりを展望しながら、みな
さんと一緒に考えたいと思います。

名古屋北法律事務所
設立２０周年記念シンポジウム
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講師 寺内順子 さん

月  　　日

名古屋市北文化小劇場ホール

土6 12 13:30開始 開場 13:00
終了 15:30

会場
（1階に北図書館）

［住所］名古屋市北区志賀町四丁目 60 番地の 31［交通］ ①地下鉄名城線「黒川」駅下車・4 番
出口より北へ徒歩 12 分②市バス（幹栄 1 号系統、黒川 11 号系統、黒川 12 号系統）の「黒川（北）」
もしくは「黒川」乗り場より、「北図書館」下車・東へ徒歩 3 分 

弁護士法人 名古屋北法律事務所
〒462-0819 名古屋市北区平安２丁目１番１０号 第５水光ビル３階
HP https://www.kita-houritsu.com/

主催 052-910-7721 
052-910-7727　　　  info@kita-houritsu.com

事前申し込み制です。なお、シンポジウムはオンライン参加も可能です。
オンライン参加の方は６月４日（金）までにお申し込みください。
ＱＲコード、電話、ファックス、メールのいずれかでお申し込みください。以下の情報をお知らせください。 

※事前申込が必要です。お申し込みいただいた方には５月中旬以降に主催者より随時ご連絡をさせていただきます。ご参加は先着順で、
定員となりしだい締切となりますので、お早めにお申し込みください。参加チケットを郵送する場合や、後日、来場者の中から新型コ
ロナウイルス感染症の感染者が出た場合の連絡用に必要となりますので、住所は番地や部屋番号までお知らせください。 

申込方法

参加方法

tel

fax e-mail

一般社団法人 シンママ大阪応援団 代表理事
大阪社会保障推進協議会 事務局長
著書「シングルマザーをひとりぼっちにしないために」（共著）など

参加
無料

定員

名120
２０２１年

Introduction

基調講演

パネルディスカッション 

● 寺内順子さん　　　　● 山本廣枝さん（社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会） 
● スクールソーシャルワーカー（要請中）　　　　● 山内益恵弁護士（名古屋北法律事務所） 
● 本田直子さん（コーディネーター／暮らしと法律を結ぶホウネット会長） 

状況により
変動あり

（平日 9:00～18:00 につながります）

● 氏名、住所（番地や部屋番号まで） 　　● 電話番号、メールアドレス 
● 一緒に申し込みされる方の氏名、申込者との関係
● 保護者の承諾の有無（小学生、それ以下の年齢の方が申し込みされる場合） 
● 会場まで直接来られるかどうか（　　　　　会場まで直接来られない方のために送迎用の貸切バスを手配する予定です）

事前予約が
必要です

ホウネット総会の案内

シンポジウム 

シンポジウム終了後（1５:４５予定）、「暮らしと法律を結ぶホウネット」第１7回総会を続けて開催します。

演劇のみ


